
 

 

個 人 情 報 保 護 法 基 く公 表 項 等 関 案  

  個人情報保護法( 法 いい ) 所 項 公表 く 人 容易 知 う 状態

置く い  

  項 公表等 掲載 い 覧 い う 願い

申  

徳島県信用保証協会 

 

(2005年 4月   1日制定) 

(2006年 4月   1日改正) 

(2007年 2月   1日改正) 

(2010年 4月   1日改正) 

(2012年 5月   7日改正) 

(2016年 4月    1日改正) 

(2017年 5月 30日改正) 

(2022年 4月 01日改正) 

 

 

1.当協会 扱う個人情報 利用目的(法 21 条 1 項関係) 

 当協会 個人情報 利用 関 掲 項 遵 い  

 法 基 客 個人情報 信用保証業務及び 付 業務並び 利用目的

成 必要 範 利用  

 客 籍地等 業務 知 得 公表 い い情報 適 業務 運営 確保そ

必要 認 目的 外 目的 利用 い  

 経営 金融 各種制度利用 相談 付 

 保証申込 条件変更申込 付 

 保証利用資格 確認 

 保証 条件変更 審査 

 保証 条件変更 決  

 保証 引 的 管理 

 法 等や契約 権利 行使や義務 履行 

 引 必要 各種郵便物 付 

 信用保険 損失補償契約 相手方 提供 場合等適 業務 遂行 必要 範 第

者提供 



 

 

 市場調査及び ﾀ 析並び 等 実施 

 各種保証制度利用 提案 

 保証料 返戻 

 求償権 行使 

 信用保証協会団体信用生命保険制度 関 務手  

 そ 中 企業金融及び信用補完制度 適 運営 

 

2.各種 等 利用目的 限  

 当協会 客 利用目的 明確 う具体的 例えば 各種

等 回答 集計 利用 得 場面 応 利用目的

限 う努  

 

3.個人情報 得元 そ 得方法 い  

 当協会 例えば う 情報源 個人情報 得 あ  

( 得 情報源 例) 

 信用保証委 申込書 客 入 提出い く書類等 直接提供 場合 

 客 信用保証協会保証付融資 金融機関 個人情報 提供 場合 

 債権回 会社等 委 先 個人情報 提供 場合 

 

4.ﾀ ｨ 中 い  

 当協会 客 ﾀ ｨ 中 申 出 あ 場合 遅滞 くそ 降

当 目的 利用 提供 中 措置  

 中 希望 客 掲 窓口 申 出く い  

 島県信用保証協会 経営監査室 電 番  088-622-0251 

 

5.個人 ﾀ 扱い 委 い  

 当協会 客 個人情報 扱い 委 場合 客 個人情報 全管理

う適 監督い  



 

 

 当協会 例えば う 場合 個人 ﾀ 扱い 委 行  

(委 務 例) 

 行方不明先等 調査業務 

 債権管理回 業務 

 

6.個人情報 第 者提供 い (法 27 条 1 項関係) 

 当協会 客 得 い い 個人情報 適 管理 法 等

場合 除 あ 客 意 得 く第 者 提供 あ  

 客 個人情報 第 者 提供 び個人情報 得 あ 利用目的

い 次 う 様式 客 意 得  

 個人情報 扱い 関 意書 

 

7.共 利用 関 項(法 27 条 5 項 3 関係) 

 法 27 条 5 項 3 第 者提供 例外 個人 ﾀ 特 者 間 共 利用 場合

あ そ 旨 び 項 人 容易 知 得 状態 置い い 第 者提供

いう 第 者 当 あ 客 意 得 い そ 共 利用者 個人 ﾀ 提

供 い  

(1)共 利用 個人 ﾀ 項目 

 創業年 従業員数等 保証委 申込書 条件変更申込書 び 申込時 び申込 提出

書類 載 情報 

 財務評価 関 情報等 保証審査 関 情報 

 保証 諾金額 保証期間等 保証 諾 容 関 情報 

 条件変更 容 条件変更回次等 条件変更 容 関 情報 

 故 生 期限 利益喪失年 日等 故 生 容 関 情報 

 位弁済金額 位弁済原因等 位弁済 容 関 情報 

 求償権金額 法的措置 容等 求償権回 関 情報 

 そ 信用保証協会業務 関 統計資料作成 必要 情報 

(2)共 利用者 範  



 

 

 信用保証協会法(昭和 28 年法 第 196 ) 基 く信用保証協会 

 般社団法人全国信用保証協会連合会 

(3)利用目的 

 信用保証協会業務 関 統計資料 作成 析 

(4)個人 ﾀ 管理 い 責任 者 称 住所 表者 氏  

 〒 －  

東京都千 区神 町 目 番地 

般社団法人全国信用保証協会連合会 会長 山  隆 

 

8.当協会 扱う保 個人 ﾀ 関 項(法 32 条 1 項関係) 

次  

(1)当 個人情報 扱 業者(当協会) 称 住所 表者 氏  

 〒 －  

島県 島市南 広町 番 －  

島県信用保証協会 会長 黒  耕  

(2) 保 個人 ﾀ 利用目的 

 1. 参照く い  

(3)開示等 請求等 応 手 等 関 項(法 37 条関係) 

 当協会 例えば保証審査 容等 法 等 場合 除 人 そ 理

人 保 個人 ﾀ 利用目的 通知 求 保 個人 ﾀ 開示 第 者提供 録 開示

含 訂 等 利用停 等 第 者提供 停 請求( 開示等 請求等 いい

) 対応 い い  

 開示等 請求等 申出先 

 開示等 請求等 当協会所 申請書 参照) 必要書類 添付 うえ 持参

郵 願い申 郵 場合 封筒 朱書 開示等請求書類在中

書 添えい ば幸い  

 住 所 〒77 ― 865 

 島市南 広町 5 番 －  

 島県信用保証協会 経営監査室 



 

 

 電 番  088-622-0251 

 開示等 請求等 提出 書面(様式)等 

 開示等 請求等 行う場合 次 申請書(A) ﾀ 所 項 全 入 うえ

人確認 書類(B) 添付 く い  

(A) 当協会所 申請書 

 保 個人 ﾀ 開示等申請書 

(B) 人確認 書類 

 (例)運転免許証 ｽ ※  通 

 ※ 原 確認 い く場合 あ 了 く い  

 理人 開示等 請求等  

 開示等 請求等 者 人 成年者 成年被 見人 法 理人 く 開示

等 請求等 人 委任 理人 あ 場合 前項 書類 加え

書類((A) (B)) 添付 く い  

(A) 法 理人 場合 

 成年 見人 場合 当協会所 届出書 1 通 

 添付資料: 項証明書 審 書 び確 証明書等 

 法 理権 あ 確認 書類((例)戸籍謄 親権者 場合 扶養家族 入

保険証 ※  通 

 成年者 成年被 見人 法 理人 人 あ 確認 書類((例)法

理人 運転免許証 ｽ ※  通 

(B) 委任 理人 場合 

 当協会所 理人選任届 1 通 

 人 印鑑証明書 1 通 

 理人 人 あ 確認 書類((例) 理人 運転免許証 ｽ ※  

通 

 ※ 原 確認 い く場合 あ 了 く い  

 開示等 請求等 手数料 額 びそ 方法 

 開示等 う 保 個人 ﾀ 利用目的 通知 求 保 個人 ﾀ 開示 請

求 い 手数料 い  



 

 

 1 回 申請  500  

 当協会窓口 支払いい く 郵 場合 500 額 替 申請書類 封

く い  

 ※手数料 不足 い 場合 び手数料 封 い 場合 そ 旨 連絡申

所 期間 支払い い場合 開示等 請求 対

応 い  

 開示等 請求等 対 回答方法 

 開示等 う 保 個人 ﾀ 開示 請求 い 書面 交付 電磁的 録 提

供 方法 う 客 指 方法 ※ 遅滞 く 回答い そ

開示等 適 方法 遅滞 く 回答い  

 理人 開示等 請求等 対 客 人 直接回答 場合 あ

了 く い  

 ※電磁的 録 開示 困難 場合や開示方法 指 い場合 書面 開示

い  

 開示等 請求等 関 得 個人情報 利用目的  

 開示等 請求等 い 得 個人情報 開示等 請求等 応 必要 範

扱う  

 ※ 保 個人 ﾀ 不開示 い  

 次 場合 不開示 い 不開示 決 場合 そ 旨 通知申

不開示 場合 い 所 手数料 い  

 申請書 載 い 住所 人確認 書類 載 い 住所 当協会

録住所 致 い 人確認 い場合 

 理人 申請 理権 確認 い場合 

 所 申請書類 不備 あ 場合 

 開示 請求 対象 保 個人 ﾀ 第 者提供 録 当 い場合 

 人 第 者 生命 身体 財産そ 権利利益 害 そ あ 場合 

 当協会 業務 適 実施 著 い支 及ぼ そ あ 場合 

 法 場合 

 

.保 個人 タ 全管理措置 関 項 法 条 項 施行 条 法 条関係  



 

 

当協会 個人 タ い 漏えい 滅失 毀損 防 等 そ 管理 次

必要 適 全管理措置 講 い  

(基 方針 策 ) 

 個人 タ 適 扱い 確保 関係法 ガイ ライン等 遵 質問 び

苦情処理 窓口 等 い 基 方針 策  

(個人 タ 扱い 係 規 整備) 

 得 入力 利用 加工 保管 保存 移 信 消去 廃棄等 段 扱方法 責任

者 担当者 びそ 任務等 い 個人 タ 扱規程 策  

(組織的 全管理措置) 

 個人 タ 扱い 関 管理責任者等 設置 個人 タ 扱う従業者

び当 従業者 扱う個人 タ 範 明確化 個人情報保護法や個人 タ

扱規程 い 実 兆候 把握 場合 責任者 報告連絡体制 整備 

 個人 タ 扱状況 い 期的 自己 検 実施 部署 監査

実施 

 (人的 全管理措置) 

 個人 タ 扱い 関 留意 項 い 従業者 期的 研修 実施 

 個人 タ い 秘密保持 関 項 就業規則 載 

(物理的 全管理措置) 

 個人 タ 扱う区域 い 従業者 入 室管理 び持 込 機器等 制限 行

う 権限 い者 個人 タ 閲覧 防 措置 実施 

 個人 タ 扱う機器 電子媒体 び書類等 盗難 紛失等 防 措

置 講 業所 移動 含 当 機器 電子媒体等 持 運ぶ場合 容易

個人 タ 明 い う措置 実施 

 ( 術的 全管理措置) 

 アクセス制御 実施 担当者 び 扱う個人情報 タベ ス等 範 限  

 個人 タ 扱う情報シス ム 外部 不 アクセス 不 ソフ ア 保護

組 入 

 

10.苦情 付窓口 関 項(法 32 条 1 項 4 施行 10 条 法 40 条関係) 

(1) 個人情報 扱い 関 苦情 申出先 



 

 

 当協会 個人情報 扱い 関 苦情 い 掲 窓口 申 出 い  

 電 場合 

 島県信用保証協会 経営監査室  電 番  088-622-0251 

 手紙 場合 

 〒770－0865 

 島県 島市南 広町 番 －  

 島県信用保証協会 経営監査室 

11.備 考 

 当協会 客 通知 意書等 認 方法 途 利用目的等 個 示

い い 場合等 そ 個 利用目的等 容 載 優先い 了 く

い  

 

 



 

 保 個 人 デ タ 開 示 等 申 請 書  

徳島県信用保証協会 御中 

依頼人 理人 申請 場合 理人  

 

ろ 

〒 

フリガナ 

申込日 

   年    日 

    都道 

    府県 

電話番号 

    ― 

 

まえ 

フリガナ 印鑑 実印を押印し

く い    

貴協会 保 し い 個人データ 開示等 い 申請します  

利用目的 通知 ま 開示 申請 あ 記事項を承認 うえ 貴協会所 手数料を 支払いい します  

 

開示等 対象 名義人 依頼人 異 場合 記入く い  

 

まえ 

フリガナ 

 

 

開示等を求 保 個人データ 希望 保 個人データ ○印を 記入く い  

 氏名  住所  生年 日  電話番号 

 扱金融機関  保証債務残高  保証人  担保 

 そ 他                               

開示等 一 日数を要します ま 法 等 開示等を行う い場合 あ ます  

 

開示等 内容 希望 内容 ○印を 記入く い  

 開示  利用目的 通知 

 内容 訂 追加ま 削除  利用 停 ま 消去 

 第 者提供 停   

 

申請理由等 求 内容 び理由を具体的 記入く い  

求 内容  

 

 

理由  

 

 

 

保 個人データ 開示方法 希望 開示方法 ○印を 記入く い  

 電磁的記録 提供  書面交付 

注 電磁的記録 提供 場合 ＲＯＭ等 媒体 渡しい します  

 

書面交付を行う場合 発行通数 

発行通数           通 

 

電磁的記録 提供ま 書面交付を行う場合 方法 希望 方法 ○印を 記入く い  

 

方法 

 

郵 送 

 

窓 口 

 

郵送先 

住  所 

注  

〒 

フリガナ 

    都道 

    府県 

注 記住所 送付先住所 異 場合 記入く い  

理人 開示等を 希望 場合 当協会所 理人選任届を別途 提出く い  

代理人 ご依頼 あ 郵送 送 す 場合 ご本人様 住所宛 な ます  



 

 成 年 後 見 制 度 関 す 届 出 書  

和  年    日 

徳島県信用保証協会  御中  

本人 

お ころ 

 

お電       ‐      ‐       

お まえ 

フ ガナ 

印  

補 人 

保 人 

成年後見人 

任意後見人 

お ころ 

 

お電       ‐      ‐       

お まえ 

フ ガナ 

印  

私 本人 成年後見制度 係 家庭裁判所 審判 けまし 貴協会 引 い 次 お お届けい

します  

お 届出内容 変更があ 場合 改め お届けい します  

 審判 内容 当す 項目 ○ 囲 く さい  

審判 種類 補 保 成年後見 任意後見 任意後見監督人 選任  

理権付 審判 同意書 消権 付 審判 

理権 同意権 内容 添付資料 お  

添付資料 登 事項証明書 審判書および確定証明書 

 現在 引 種類 当す 項目 ○ 囲 下さい  

信用保証委 契約書 債務者 連帯保証人 担保権設定契約 

そ 他                                    

そ 他 

 

 



 

 保 個 人 デ タ 開 示 等 係 理 人 選 任 届  

 

徳島県信用保証協会 御中 

 

 

届出人 

 

ろ 

〒 

フリガナ 

届出日 

  年    日 

    都道 

    府県 

電話番号 

    ― 

 

まえ 

フリガナ 印鑑 実印を押印し

く い    

 

 私 貴協会 対し 保 個人データ 開示等 申請を行う 際し 者を申請 理人 し まし 届

け出ます  

 理人 申請 あ 場合 貴協会 開示内容を郵送す 場合 私 住所 送 く い  

 

 

理人 

 

ろ 

〒 

フリガナ 

    都道 

    府県 

電話番号 

    ― 

 

まえ 

フリガナ 届出人 関係 
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	当協会は､お客さまからﾀﾞｲﾚｸﾄ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの中止のお申し出があった場吇には､遅滞なくそれ以降の当該目的での利用･提供を中止する措置をとります｡
	中止を希望されるお客さまは､以下に掲げる窓口までお申し出ください｡
	徳島県信用保証協会　経営監査室 電話番号 088-622-0251
	5.個人ﾃﾞｰﾀの取扱いの委託について
	当協会がお客さまの個人情報の取扱いを委託する場吇は､お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督いたします｡
	当協会では､例えば､以下のような場吇に､個人ﾃﾞｰﾀの取扱いの委託を行っております｡
	(委託する事務の例)
	① 行方不明先等の調査業務
	② 債権管理回収業務

	6.個人情報の第三者提供について(法27条1項関係)
	当協会は､お客さまより取得させていただいた個人情報を適切に管理し､法令等に定められた一定の場吇を除き､あらかじめお客さまの同意を得ることなく第三者に提供することはありません｡
	なお､お客さまの個人情報を第三者に提供すること､および個人情報の取得にあたっての利用目的については､次のような様式によりお客さまの同意を得ることとしております｡
	･個人情報の取扱いに関する同意書
	7.共同利用に関する事項(法27条5項3号関係)
	法27条5項3号は､第三者提供の例外として､個人ﾃﾞｰﾀを特定の者との間で共同して利用する場吇であって､その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは､第三者提供にいう｢第三者｣に該当せず､あらかじめお客さまの同意を得ないで､その共同利用者に個人ﾃﾞｰﾀを提供できることを定めています｡
	(1)共同利用される個人ﾃﾞｰﾀの項目
	① 創業年朇･従業員数等､保証委託申込書･条件変更申込書ならびに申込時および申込後提出する書類に記載された情報
	② 財務評価に関する情報等､保証審査に関する情報
	③ 保証承諾金額･保証期間等､保証承諾の内容に関する情報
	④ 条件変更内容･条件変更回次等､条件変更の内容に関する情報
	⑤ 事故発生事由･期限の利益喪失年朇日等､事故発生の内容に関する情報
	⑥ 代位弁渇金額･代位弁渇原因等､代位弁渇の内容に関する情報
	⑦ 求償権金額･法的措置の内容等､求償権回収に関する情報
	⑧ その他信用保証協会業務に関する統訇資料作〰㜐のために必要な情報

	(2)共同利用者の範囲
	① 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づく信用保証協会
	② 一般社団法人全国信用保証協会連吇会

	(3)利用目的
	信用保証協会業務に関する統訇資料の作〰㜐･分析
	(4)個人ﾃﾞｰﾀの管理について責任を有する者の名称、住所、代表者の氏名
	〒１０１－８５３４
	東京都千代田区神田司町二丁目１番地
	一般社団法人全国信用保証協会連吇会　会長　山本　隆

	8.当協会が取り扱う保有個人ﾃﾞｰﾀに関する事項(法32条1項関係)
	次のとおりです｡
	(1)当該個人情報取扱事業者(当協会)の名称、住所、代表者の氏名
	〒７７０－０８６５
	徳島県徳島市南末広町５番８－８号

	徳島県信用保証協会　会長　黒下　耕司
	(2)すべての保有個人ﾃﾞｰﾀの利用目的
	1.をご参照ください｡
	(3)開示等の請求等に応じる手続等に関する事項(法37条関係)
	当協会では､例えば保証審査内容等の法令等に定められた一定の場吇を除き､本人またはその代理人からの保有個人ﾃﾞｰﾀの利用目的の通知の求め､保有個人ﾃﾞｰﾀの開示＇第三者提供記録の開示を含む。以下同じ。）､訂正等､利用停止等､第三者提供の停止の請求(以下｢開示等の請求等｣といいます｡)に対応させていただいております｡
	① 開示等の請求等のお申出先
	開示等の請求等は下記宛､当協会所定の申請書(②参照)に必要書類を添付のうえ､持参または郵送によりお願い申し上げます｡なお､郵送の場吇は封筒に朱書きで｢開示等請求書類在中｣とお書き添えいただければ幸いです｡
	住 所 〒770―0865
	徳島市南末広町5番８－８号
	徳島県信用保証協会　経営監査室
	電話番号 088-622-0251
	② 開示等の請求等に際して提出すべき書面(様式)等
	｢開示等の請求等｣を行う場吇は､次の申請書(A)をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし､所定の事項を全てご記入のうえ､本人確認のための書類(B)を添付してください｡
	(A) 当協会所定の申請書
	･｢保有個人ﾃﾞｰﾀ｣開示等申請書
	(B) 本人確認のための書類
	(例)運転免許証､ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄのｺﾋﾟｰ(※) 1通
	※ 原本を確認させていただく場吇がありますので､ご了承ください｡
	③ 代理人による｢開示等の請求等｣
	｢開示等の請求等｣をする者が本人､未成年者または成年被後見人の法定代理人もしくは開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人である場吇は､前項の書類に加えて､下記の書類((A)または(B))を添付してください｡
	(A) 法定代理人の場吇
	･成年後見人の場吇は当協会所定の届出書 1通
	添付資料:登記事項証明書･審判書および確定証明書等
	･法定代理権があることを確認するための書類((例)戸籍謄本､親権者の場吇は扶養家族が記入された保険証のｺﾋﾟｰ(※)) 1通
	･未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類((例)法定代理人の運転免許証､ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄのｺﾋﾟｰ(※)) 1通
	(B) 委任による代理人の場吇
	･当協会所定の代理人選任届 1通
	･本人の印鑑証明書 1通
	･代理人本人であることを確認するための書類((例)代理人の運転免許証､ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄのｺﾋﾟｰ(※)) 1通
	※ 原本を確認させていただく場吇がありますので､ご了承ください｡
	④ 開示等の請求等の手数料の額およびその徴収方法
	｢開示等｣のうち､｢保有個人ﾃﾞｰﾀの利用目的の通知｣の求めまたは｢保有個人ﾃﾞｰﾀの開示｣の請求については､以下の手数料を徴収させていただきます｡
	1回の申請ごとに 500円
	当協会窓口にてお支払いいただくか､郵送の場吇は500円分の定額小為替を申請書類に同封してください｡
	※手数料が不足していた場吇､および手数料が同封されていなかった場吇は､その旨ご連絡申し上げますが､所定の期間内にお支払いがない場吇は､開示等の請求がなかったものとして対応させていただきます｡
	⑤ 開示等の請求等に対する回答方法
	｢開示等｣のうち､｢保有個人ﾃﾞｰﾀの開示｣の請求については､書面の交付または電磁的記録の提供による方法のうちお客さまが指定された方法＇※）により遅滞なくご回答いたします｡その他の｢開示等｣につきましては､適宜の方法により遅滞なくご回答いたします｡
	なお､代理人による開示等の請求等に対しては､お客さまご本人に直接回答する場吇がありますので､ご了承ください｡
	※電磁的記録による開示が困難な場吇や開示方法のご指定がない場吇は、書面により開示させていただきます。
	⑥ 開示等の請求等に関して取得した個人情報の｢利用目的｣
	開示等の請求等にともない取得した個人情報は､開示等の請求等に応ずるために必要な範囲内で取り扱うものとします｡
	※｢保有個人ﾃﾞｰﾀ｣の不開示事由について
	次に定める場吇は､不開示とさせていただきます｡不開示を決定した場吇は､その旨､ご通知申し上げます｡また､不開示の場吇についても所定の手数料をいただきます｡
	･申請書に記載されている住所または本人確認のための書類に記載されている住所と当協会の登録住所が一致しないときなど､本人確認ができない場吇
	･代理人による申請に際して､代理権が確認できない場吇
	･所定の申請書類に不備があった場吇
	･開示の請求の対象が｢保有個人ﾃﾞｰﾀ｣または「第三者提供記録」に該当しない場吇
	･本人または第三者の生命､身体､財産その他の権利利益を害するおそれがある場吇
	･当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場吇
	･他の法令に違反することとなる場吇

	９.保有個人データの安全管理措置に関する事項＇法３２条１項４号、施行令１０条、法２３条関係）
	当協会は、個人データについて、漏えい、滅失または毀損の防止等、その管理のために次のとおり、必要かつ適切な安全管理措置を講じています。
	(基本方針の策定)
	･個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問および苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定
	(個人データの取扱いに係る規律の整備)
	･取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について個人データの取扱規程を策定
	(組織的安全管理措置)
	･個人データの取扱いに関する管理責任者等を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者および当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や個人データの取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場吇の責任者への報告連絡体制を整備
	･個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署による監査を実施
	(人的安全管理措置)
	･個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施
	･個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載
	(物理的安全管理措置)
	･個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施
	･個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場吇、容易に個人データが判明しないよう措置を実施
	(技術的安全管理措置)
	･アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
	･個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

	10.苦情の受付窓口に関する事項(法32条1項4号､施行令10条､法40条関係)
	(1) 個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
	当協会の個人情報の取扱いに関する苦情については､以下に掲げる窓口までお申し出下さい｡
	① お電話による場吇
	徳島県信用保証協会　経営監査室  電話番号 088-622-0251
	② お手紙による場吇
	〒770－0865
	徳島県徳島市南末広町５番８－８号
	徳島県信用保証協会　経営監査室

	11.備 考
	当協会が､お客さまへの通知､同意書等のご承認の方法により､別途､利用目的等を個別に示させていただいた場吇等には､その個別の利用目的等の内容が､以上の記載に優先いたします｡ご了承ください｡
	以上


